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令和２年５月７日 

桑折町立醸芳幼稚園 

 

 

 

               

 

 

４月３０日に幼稚園の緊急連絡システムメールでお知らせしたところであります

が、休園について、県教育委員会から延長するように要請があり、本町においても５

月７日以降も延長することとなりました。 

保護者の皆様には、引き続きご迷惑やご心配をおかけすることとなりますが、ご理

解とご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ お  願  い ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

□ 絵本の読み聞かせカードについて 

  本日、提出いただく予定でしたが、まだ提出していない方は幼稚園の教育活動の

再開後に提出いただきますようお願いします。園で確認した後、『園生活の様子』

のファイルにとじておきます。 

□ すべての持ち物、衣類に記名をしてください。 

戸外遊びで汚れて着替えをする機会が増えます。自分の手から離れてしまうと

お子さん本人でもわからないことがあります。(特にハンカチ、ティッシュ、靴下、

肌着類） 

□ カラー帽子について 

   帽子右側に縫い付けた布に名前をかいてください。 

□ 制服のポケットにはいつもハンカチ、ティッシュを入れておくようにしてくださ

い。 

 暑くなると制服を脱ぎますのでポケットがあるズボンをはいての登園をお願い

します。 

□  名前を書いたビニール袋を入れておいてください。 

・着替え袋に３枚程度・・・汚れた衣類を入れて持ち帰ります。 

・ズック入れに１枚・・・・戸外遊び用のズックを持ち帰ります。 

□  着替えの補充をしてください。 

特に年少クラスのお子さんは、トイレの失敗や遊びの場で汚れる場合が多くあ

りますので、着替えをして帰ったら、次の日には必ず着替えとビニール袋の補充

をお願いします。ない場合は、園で準備してある着替えをお貸ししておりますが、

枚数に限りがありますのでよろしくお願いします。 

□  使用しているハンカチが濡れたら取り替えますので、記名したビニール袋に２

～３枚入れ、マスク同様、リュックの中に常備してくださるようお願いいたしま

す。 
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5 月 の 行 事 予 定＝ 
＊ 幼稚園の教育活動の再開の期日は決まっていませんが、年間計画の予定として 

お知らせします。 

＊ 現段階で中止・延期が決まっている行事には取り消し線を引いてあります。再開

後にあらためてお知らせします。 

 

 
 

 

 

 

 

＊６月に保護者の方に幼稚園においでいただく行事  

 
今後の状況により変更がありましたらお知らせします。 

● ６月８日（月）～６月１２日（金）幼稚園に行こう週間
 

保護者や地域の方に園にお越しいただき、園生活の様子をご覧いただくと共に保

育活動へのより一層のご理解を賜りたく、「幼稚園に行こう週間」を設けており

ます。 

● ６月１１日（木） 保育参観  

月 火 水 木 金 

    1 

    臨時休園 

４ ５ ６ ７ ８ 

みどりの日 こどもの日 振替休日 英語で遊ぼう 

（年長組）（中止） 

元気っ子運動教室 

（中止） 

 

１１ １２ １３ １４ １５ 

交通教室（全組） 
（延期） 

視力・聴力検査

（ぱんだ組） 

歯科検診（全組） 
（延期） 

視力・聴力検査

（こあら組） 

 発育測定（もも組・

りんご組） 

発育測定（いちご 

組・ぶどう組） 

 

 

元気っ子運動教室 

（中止） 
内科検診（年中・

年長組）（延期） 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ 

ＡＬＴと遊ぼう！ 

 

家庭訪問～２９日 

＊家の場所確認の

みです。ご自宅への

訪問は行いません。 

避難訓練 

（弾道ミサイル） 

 

遠足（年少組） 
（醸芳小学校種徳

公園） 

遠足（年中組） 

（ふれあい公園） 
＊雨天時は延期しま

す。 

 

集金日 

（６月の集金日

に徴収します） 

町連Ｐ委員会 
（ＰＴＡ会長、園長

が出席します） 

内科検診（年少）
（延期） 

遠足（年長組） 
（むつあい子ども

クラブ 旧睦合幼

稚園園庭） 
＊雨天時は延期しま

す。 

 ２５  ２６  ２７  ２８  ２９ 

ストリートダンス 
（中止） 

  保育所との交流会 
（中止） 

元気っ子（中止） 

☆ ２０日・２２日⇒遠足（年長・年中・年少） 

＊ 家庭からの準備物はありません。通常の弁当日と同じです。 

＊ おやつは園で用意しますので、持たせないでください。 

＊ 年少組は園に戻ってきてから、弁当を食べます。年中・年長組は行き先で食べて

きます。 
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＝５月の弁当・給食日＝ 

＊ 再開後に改めてお知らせします。 

★年長・年中クラス 

弁当日（８回） 給食日（９回） 

月   火   水   木   金 

                  休 

休     休  休   7    8 

11    12    13    14    15 

 18    19    20    21    22 

  25    26    27    28    29 

   

★年少クラス   

弁当日（１７回）  

月   火   水   木   金 

                           休 

休    休   休  7     8      

11    12     13    14    15         

  18    19     20    21    22 

25    26   27   28    29 

 

 

＝集金について＝ 
 ※ ５月の集金日を５月２１日（木）としていましたが、変更し、５・６月の 

２カ月分を６月２３日（火）に徴収します。 

 

５月の納金内訳 ≪集金日：6月23日（火）≫ 

  
 

 

 

 

 

※ 年長児は７月８日（水）プラネタリウム見学に出かける予定ですが、実施については今

後の状況をみてお知らせします。実施する場合、桑折駅から福島駅間の往復電車賃と観覧

料（合計３２０円）を園外保育費として集金させていただきます。 

※ ＰＴＡ会費は、実家庭での集金となりますので、兄弟姉妹で在園している場合は上の学

年のお子さんで納めていただくようになります。６月２２日（月）にお渡しする集金袋の

金額を確認してお納めください。 

 

 ６月の納金内訳 ≪集金日：6月23日（火）≫  
学 年 保育活動費 園外保育費 合  計 

年少 ８００円  ８００円 

年中・年長 ８００円 観劇代 ６００円 １，４００円 

※ 年中・長組は９月８日のシルエット観劇に出かける予定ですが、実施については今後の状況

をみてお知らせします。実施する場合、シルエット観劇チケット代を園外保育費として集金

させていただきます。 

観劇代は一人１，２００円です。６月と７月に６００円ずつ徴収します 

 

 

学 年 保育活動費 PTA会費 園外保育費 合  計 

年少・年中 ８００円 ６００円  １，４００円 

年長 
８００円 ６００円 

観覧料 80円 

電車代 240 円 
１，７２０円 
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＝給食・弁当について＝ 
◆ 年長・年中組 

入園・進級後すぐに給食が始まりました。先生や友達と和やかな雰囲気の中で食事の楽し

さを感じ取ったり、普段、苦手な食べ物も食べることができたり、いろいろな食材に興味を持っ

たりすることができると良いかと思います。合わせて食事の時の基本的な作法や態度も知らせ

ておりますので、ご家庭でも、お子さんたちと一緒に食事をとる中で、食材やマナーに関する

ことを話題にしたり声かけをしたりしてみてください。 

 
   ◆ 年少組 

４月１３日から午後までの保育となり、園で弁当を食べるようになりました。お家の方が作っ

てくれたお弁当は、自慢のお弁当です。どんなものが入っているかを次々に教えてくれ、満足

顔で口に運んでいます。みなさん、赤・緑・黄色と色とりどりのおかずで、お子さんのためにバ

ランスの良い食事を準備してくれているのだなと頭が下がります。毎日の弁当で大変でしょう

が、お子さんの笑顔を思い浮かべて作ってみてください。お子さんが食べ終えることができた

満足感を持って、次の日を心待ちにすることができるよう、毎日の食べ具合をみてご飯やおか

ずの量の調節をお願いいたします。 

＊ 毎日、水筒に、お茶や水を入れて持たせてください。散歩に行くこともあるので水

筒に紐をつけてください。 

また、いつも小さいシートをリュックサックの中に入れておいてください。お手 

ふきは必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

＝弁当の時間が楽しい時間になるためには＝ 

弁当自体も大切ですが、準備や片付けがお子様の負担にならないことも重要です。 

自分でも、スムーズに準備や片付けが出来るように、次のことにご協力ください。 

☆ 弁当包みは、ハンカチタイプでなく、巾着タイプにしてください。 

☆ ほどくこと、縛ること共、一人ではできないお子さんがほとんどで 

す。時期を見て縛り方やほどき方を経験させていきますので、園から連絡があるまでは、巾

着タイプにしてください。 

☆ 箸、スプーン、フォークのセットで持たせるのではなく、実際に必要なもの（使うもの）

だけを入れて持たせてください。 

☆ 弁当のふた、デザート容器のふた、箸やフォーク入れ、水筒の開け閉めは実際にお子さん

とやってみて、無理なくできるものを持たせてください。 

☆ 全ての持ち物（弁当のふた、スプーン等にも）に記名をお願いします。 

高めよう！！交通マナー 

横断歩道は、横断する人や自転車が優先です。横断歩道や自転車横断帯に近づいた時は、

横断する人や自転車がいないことが明らかな場合の他は、その手前で停止できるよう速度を

落として進まなければなりません。 

 また、歩行者や自転車が横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道や自転車

横断帯の手前で一時停止して、歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。 

 ドライバーも歩行者も、一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない安全な社会を目指

しましょう。 

 


